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退職金規程

(適用範囲)

第１条 財団法人大阪科学技術センター(以下｢財団｣という。) 事務局職員(以下｢職員｣という。)

が退職したときは、別に定める場合を除くほか、この規定の定めるところにより、その者(死亡に

よる退職の場合には、その遺族) に退職金を支給する。

(普通退職の場合の退職金)

第２条 次条に規定する場合を除くほかは普通退職とし、この場合の退職金は、満２年以上勤続した

のちに退職する者に対して支給する。

２ 支給額は、その者の退職前１年間の基本給の平均額に、その者の勤続年数を乗じさらにその勤続

期間に対応する支給率(別表) を乗じて得た額とする。

(整理退職等の場合の退職金)

第３条 組織の改廃等財団の運営上やむをえない事由により退職した者または業務上の傷病もしくは

死亡により退職した者または会長がこれに準ずるととくに認める事由により退職した者に対する退

職金は前条の額に２を乗じて得た額とする。

２ 勤続２年未満の者に係る退職金は、その者が満２年勤続したものとみなして算定した額とする。

額の算定にあたってその者の退職前１年間の基本給の平均額が算出できない場合は、現に勤続した

期間の基本給の平均額によるものとする。

(退職金の増額)

第４条 、 、在職中とくに功労があった者で 特別の考慮をはらう必要があると認められる者については

この規程に定める退職金に、なお増額して支給することができる。

(退職金の不支給)

第５条 就業規則に規定する懲戒解雇の処分を受けた者に対しては、退職金は支給しない。

(勤続期間等の計算)

第６条 退職金の算出の基礎となる勤続年数の計算は、職員に採用された日から退職の日までの期間

とする。ただし、就業規則に定める休職期間は、勤続年数に算入しない。

２ 勤続期間に１月未満の端数日数が生じた場合は、15日以上は１月、15日未満は0.5月にそれぞれ

切り上げる。

３ 勤続期間に１年未満の端数月数が生じた場合の支給率は、端数切上年数と端数切捨年数にそれぞ

れ対応する支給率の差の12分の１を端数月数に乗じて算定する。
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(遺族の範囲および順位等)

第７条 第１条に規定する遺族の範囲および順位等は、労働基準法施行規則第42条から第45条までを

準用する。

(支給の方法)

第８条 退職金は一括払いとし、退職後１月以内に支給する。

２ 退職金に100円未満の端数円が生じた場合は、その端数円を100円に切り上げて支給する。

(補 則)

第９条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。

附 則

１ この規程は、昭和49年12月31日から施行する。

附 則

１ この改正規程は、昭和57年４月１日から施行する。

附 則

１ この改正規程は、平成17年４月１日から施行する。

２ 「退職年金支給規程 （昭和57年４月１日施行）は廃止する。」
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<別表>

勤続年数 支 給 率 勤続年数 支 給 率 勤続年数 支 給 率

１ ─ １５ １．３４０ ２９ １．７７０

２ ０．５００ １６ １．３７０ ３０ １．８３０

３ ０．５６０ １７ １．４００ ３１ １．８６０

４ ０．６２０ １８ １．４３０ ３２ １．８９０

５ ０．７００ １９ １．４６０ ３３ １．９２０

６ ０．８００ ２０ １．５００ ３４ １．９５０

７ ０．９００ ２１ １．５３０ ３５ ２．０００

８ １．０００ ２２ １．５６０ ３６ ２．０００

９ １．１００ ２３ １．５９０ ３７ ２．０００

１０ １．２１０ ２４ １．６２０ ３８ ２．０００

１１ １．２３５ ２５ １．６５０ ３９ ２．０００

１２ １．２６０ ２６ １．６８０ ４０ ２．０００

１３ １．２８５ ２７ １．７１０ ４１ ２．０００

１４ １．３１０ ２８ １．７４０ ４２ ２．０００


